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第１章 青森県がん対策推進計画について 

 

１ 計画見直しの趣旨と見直しに当たっての基本方針 

（１）計画見直しの趣旨 

本県において、がんは、昭和５７(1982)年以降、死因の第１位であり、令和４年は

約５千人の県民ががんにより亡くなっています。がんの７５歳未満年齢調整死亡率※

（人口１０万対）は、おおむね改善傾向にあるものの、全国平均を上回っている状況

にあります。 

本県ではこれまで、平成２８(2016)年１２月に施行された青森県がん対策推進条例

（青森県条例第 69 号。以下「がん条例」という。）に基づき、県を挙げてがん対策を

推進してきたとともに、平成３０(2018)年３月に策定した「第三期青森県がん対策推

進計画」（以下「第三期計画」という。）において、科学的根拠に基づくがん予防・が

ん検診の推進や、適切な医療を受けられる体制の充実及び尊厳を持って暮らせる社会

の構築を目標として定め、各種施策に取り組んできました。 

その結果、本県のがん検診受診率は向上しており、５大がんのうち、胃がん、大腸

がん、肺がんについては全国平均を上回っているとともに、がんの７５歳未満年齢調

整死亡率は着実に減少し、また、がん診療連携拠点病院を中心とした医療提供体制の

維持が図られるなど、一定の成果が見られました。 

死亡率の更なる改善を図るためには、がんの一次予防として、喫煙・受動喫煙防止

対策や運動・食生活などの生活習慣の改善、二次予防として、科学的根拠に基づくが

ん検診による早期発見・早期治療の促進、その精度管理の向上などに引き続き取り組

んでいくことが重要です。 

一方、国においては、がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号。以下「基本法」と

いう。）に基づき、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成１９(2007)年

以降、累次の「がん対策推進基本計画」（以下「国計画」という。）が策定されてきた

ものであり、令和５年３月策定の第４期国計画により、今後のがん対策の推進に関す

る基本的な方向性が示されました。 

第四期青森県がん対策推進計画（以下「本計画」という。）は、こうした国の動きに

あわせて、本県の現状や社会情勢の変化を踏まえ、学識経験者、医療関係者、関係団

体等で構成する青森県がん対策推進協議会（以下「県協議会」という。）において第三

期計画を見直し、協議や検討を行い、県民や関係機関・団体等に対する意見募集（パ

ブリックコメント）等を経て策定したものです。 

今後は、本計画に基づき、本県におけるがん対策を総合的かつ計画的に推進してい

きます。 

 

 

※「年齢調整死亡率」：高齢化の影響等により年齢構成が異なる集団の間で死亡率を比較する場合や、同じ集団

で死亡率の年次推移を見るため、集団全体の死亡率を基準となる集団の年齢構成（基準人口）に合わせた形

で算出した死亡率をいう。 
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（２）見直しに当たっての基本方針 

   基本法及び第４期国計画の趣旨に基づき、次の事項を基本方針とします。 

① 県民の視点に立ったがん対策を実施します。 

② 重点的に取り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策を実施します。 

③ 全体目標とそれを達成するために必要な分野別施策の個別目標を設定し、本県

の優先課題と特徴を踏まえた施策を構築します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、本県の総合的かつ計画的ながん対策の推進を図るための計画として策定

し、基本法第１２条第１項に規定する都道府県がん対策推進計画として位置づけます。 

その実施に当たっては、第８次青森県保健医療計画、第三次青森県健康増進計画等と

調和を保ち、かつ連携しながら、本県のがん対策を推進します。 

特に、本計画の全体目標のうち、「科学的根拠に基づくがん検診の促進」の達成に当た

っては、令和４年３月に策定した「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」

を基本指針として位置づけた上で取組を推進します。 

また、がん対策は、県の取組だけでなく、関係者等の幅広い主体の協働や情報共有の

下で推進していくことが必要であることから、本計画はがん条例の基本理念を踏まえ、

県民、県、市町村、医療機関、医師会等関係団体、大学等学術研究機関、検診実施機関、

事業者等の関係者が、それぞれの役割に応じて主体的にがん対策に取り組むための基本

指針としての性格も併せ持つものとします。 

 

３ 計画の期間 

本計画は令和６(2024)年度から令和１１(2029)年度までの６か年を計画期間とします。 

   

４ 計画の進行管理及び評価 

県は、目標項目をはじめとした本計画による対策の進捗状況等の状況を把握し、適時

に県協議会に報告するとともに、県協議会や県民の意見等を踏まえ、必要に応じて施策

の見直しを行います。  

さらに、施策の評価に当たっては、第４期国計画の指針に沿って、各目標項目と施策

の関連性を明確化したロジックモデルを活用することとし、本計画策定から３年を目途

に中間評価を実施し、がん対策を担う関係者等にフィードバックするなどして、目標の

達成に努めます。 
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第２章 青森県のめざす方向 

１ 全体目標 

県民が、がんに関する正しい知識を持ち、避けられるがんを防ぐことや、様々ながん

の病態に応じて、いつでもどこに居ても、納得できるがん医療や支援を受け、尊厳を持

って暮らしていくことができるよう、次の目標を定めます。 

 

○がんの一次予防（生活習慣の改善）の推進 

～がんを知り、がんを予防することにより、がん罹患率の減少を目指す～ 

○がんの二次予防（科学的根拠に基づくがん検診）の促進 

～科学的根拠に基づくがん検診による早期発見・早期治療を促すことにより、がん

死亡率の減少を目指す～ 

○持続可能ながん医療の提供 

～適切な医療を受けられる体制を充実させることにより、がん生存率の向上やがん 

死亡率の減少、がん患者等の療養生活の質の向上を目指す～ 

○がんとともに尊厳を持って暮らせる社会の構築 

～がんになっても尊厳を持って生きることのできる地域共生社会を実現することに

より、がん患者等の療養生活の質の向上を目指す～ 

 

２ めざす姿 

  全体目標の下、関係者等は一体となって本計画に基づくがん対策に取り組み、「誰一人

取り残さないがん対策を推進し、すべての県民ががんを乗り越えることのできる社会」

の実現をめざします。具体的には、次のような社会像を指すものとします。 

 

〇 がんを予防する方法の普及啓発や県民が利用しやすい検診体制の構築、科学的根

拠に基づくがん検診による早期発見・早期治療を促し、効率的かつ持続可能ながん

対策を進めることにより、がんの死亡率が減少しています。 

〇 がん患者が、質が高く、効率的で持続可能ながん医療の提供を受けることができ

ます。 

〇 がん患者やその家族が住み慣れた地域社会で生活する中で、必要な支援を受ける

ことができ、尊厳を持って生きることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：青森県基本計画（2040 年のめざす姿）から抜粋＞ 

県民は、がんに関する知識を持ち、自身や身近な人ががんに罹患しても正しく

理解し、向き合うことができています。また、がん予防やがんの早期発見の重要

性を認識しており、がん死亡率の減少効果が科学的に証明されたがん検診を定期

的に受診しています。質の高いがん医療と相談支援体制が確立しており、がん患

者やその家族の心身の負担が軽減されています。 
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第３章 分野別施策の方向性と個別目標 

  

がん対策の施策体系は、次のとおりです。 

 

【施策体系】 

めざす姿 
誰一人取り残さないがん対策を推進し、 

すべての県民ががんを乗り越えることのできる社会 
 

全体目標 主な項目 

がんの一次予防（生活習慣の改善）

の推進 
・がんの一次予防 

がんの二次予防（科学的根拠に 

基づくがん検診）の促進 
・がんの二次予防（がん検診） 

持続可能ながん医療の提供 

・がん医療提供体制の維持 
・手術療法・放射線療法・薬物療法の提供 
・チーム医療の推進 
・希少がん、難治性がん、小児がん及び若い 
世代のがん対策 

がんとともに尊厳を持って 

暮らせる社会の構築 

・相談支援及び情報提供 
・医療介護連携に基づく緩和ケア等のがん 
対策・がん患者支援 

・がん患者等の社会的な問題への対策 
(サバイバーシップ支援) 

・ライフステージに応じた療養環境への支援 
 

これらを支える基盤

の整備 

・人材育成の強化 

・がん教育及びがんに関する知識の普及啓発 

・がん登録の利活用の促進 

 

【施策体系フロー】 
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１ がんの一次予防（生活習慣の改善）の推進 

 

○がんの一次予防 

▽現状と課題 

【現状】 

がんによる７５歳未満年齢調整死亡率(人口１０万対)は、おおむね改善傾向にある

ものの、全国平均を上回る 

【課題】 

がんの一次予防として、喫煙・受動喫煙防止対策、運動や食生活などの生活習慣の

改善等が重要 

〔本県の現状〕 

○がんによる死亡率 

本県のがんによる７５歳未満年齢調整死亡率（人口１０万対）は、おおむね改善

傾向にあるものの、全国平均を上回っています。（令和３年 本県 86.9 全国 67.4） 

 〔本県の課題〕 

○がんの一次予防 

・ 予防可能ながんのリスク因子である生活習慣のうち、特に喫煙は、種々のがんに

大きく寄与する原因とされていることから、令和５年３月に施行した青森県受動喫

煙防止条例の内容を県民に周知するなど、喫煙・受動喫煙防止対策に積極的に取り

組むことが重要です。 

・ 運動や食生活などの生活習慣の改善については、第三次青森県健康増進計画と整

合性を図りながら取組を進めることが必要です。 

・ また、がんを引き起こすウイルスとして、肝がんと関連する肝炎ウイルスや子宮

頸がんと関連するヒトパピローマウイルス（以下「ＨＰＶ」という。）等があり、感

染に起因するがんに関する県民の理解を深め、がんの発症予防に努めることが重要

です。 

肝炎ウイルスについては、引き続き、ウイルスのキャリアを早期発見するための

検査体制の整備や、重篤な病態を防ぐためのウイルス性肝炎治療に係る医療費助成

等が必要です。 

ＨＰＶワクチン接種については、引き続き、県と市町村が連携して接種に関する

普及啓発を行う必要があります。 

▽施策の方向性 

【目的】 

  がんの罹患者（罹患率）の減少 

【施策の方向性】 

  第三次青森県健康増進計画と調和のとれたがんの一次予防対策の推進 

 〔施策の方向性〕 

  ○第三次青森県健康増進計画と整合性を図ったがんの一次予防対策の推進 

  ア）喫煙・受動喫煙防止対策の推進 

県は、喫煙が健康に及ぼす影響に関する知識の普及啓発､青森県受動喫煙防止条例

の理解促進及び禁煙支援などの喫煙・受動喫煙防止対策に取り組みます｡ 
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イ）健康づくりのための生活習慣の改善 

県は、第三次青森県健康増進計画に基づき、引き続き、飲酒、身体活動・運動、

肥満及び食生活の改善等、健康づくりに関する取組を推進します。 

ウ）感染に起因するがんの予防 

・ 県は、肝炎の早期発見・早期治療を推進するための肝炎ウイルス検査に係る普

及啓発を行います。また、県内医療機関での肝炎ウイルス検査や保健所での肝炎

検査・相談を行うとともに、ウイルス性肝炎治療に係る医療費助成等を行います。 

・ 県と市町村は、子宮頸がん予防についての理解促進に努め、ＨＰＶワクチン接

種の普及啓発を行います。 

 

 

２ がんの二次予防（科学的根拠に基づくがん検診）の促進 

 

○がんの二次予防（がん検診） 

▽現状と課題 

【現状】 

・ がんによる７５歳未満年齢調整死亡率(人口１０万対)は、おおむね改善傾向にあ

るものの、全国平均を上回る 

・ 本県では、「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」を策定し、これ

沿った、科学的根拠に基づくがん検診の実施が進む 

・ 本県のがん検診受診率は向上しており、５大がんのうち、胃がん、大腸がん、肺

がんについては全国平均を上回る 

【課題】 

がんの二次予防として、科学的根拠に基づくがん検診による早期発見・早期治療の

促進やその精度管理の向上が重要 

〔本県の現状〕 

○がんによる死亡率 

本県のがんによる７５歳未満年齢調整死亡率（人口１０万対）は、おおむね改善

傾向にあるものの、全国平均を上回っています。（令和３年 本県 86.9 全国 67.4） 

○科学的根拠に基づくがん検診の実施 

  検診による死亡率減少効果が確認されている科学的根拠に基づくがん検診の実施

を促進するため、県において令和４年３月に策定した「青森県におけるがん検診事

業の実施に関する要綱」に沿った検診実施が県内市町村等で進んでいます。 

○がん検診の受診率 

本県のがん検診受診率は、第三期計画策定時よりも向上しており、５大がんのう

ち、胃がん、大腸がん、肺がんについては全国平均を上回っています｡ 

 〔本県の課題〕 

○がんの二次予防 

・ 科学的根拠に基づくがん検診による早期発見・早期治療の促進や、その精度管理

の向上に取り組むことが重要です。 

・ また、県や市町村、検診機関、事業者等が共通認識の下で、県民に対して科学的
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根拠に基づく適切で質の高いがん検診事業を提供する必要があります。 

・ 本県のがん検診受診率は向上していますが、４０代から５０代のがん死亡率が高い

ことや、第４期国計画での検診受診率の目標値が５０％から６０％に引き上げられた

ことを踏まえ、更なる受診率の向上に取り組む必要があります。 

５大がんのうち､検診受診率が全国を下回る乳がんや、子宮頸がんの女性特有がん

については、受診率向上を図るための取組が必要です。 

▽施策の方向性 

【目的】 

  がんによる死亡者（死亡率）の減少 

【施策の方向性】 

  検診受診率等の向上によるがんの二次予防対策の推進 

 〔施策の方向性〕 

○がん検診受診率等の向上によるがんの二次予防対策の推進 

  ア）科学的根拠に基づくがん検診の促進〔がん検診アセスメント〕 

・ 県は、市町村や検診実施機関、事業所等において、科学的根拠に基づくがん検

診が適切な精度管理の下で実施できるよう、令和４年３月に策定した「青森県に

おけるがん検診事業の実施に関する要綱」の理解の浸透を図ります。 

・ 県や市町村は、関係協議会の活用や、継続的な研修や情報交換の実施等により、

検診実施者（市町村、事業者等）による検診の質の向上やばらつきの解消を図り

ます。 

・ 県、市町村、検診実施機関及び関係機関は、がん検診が県民自らの合理的な選

択の下で実施されるよう、科学的根拠に基づく情報提供を丁寧に行うとともに、

検診の意義や利益・不利益等について県民の理解を促します。 

・ 市町村は、その限られた人的資源、医療資源（検診及び精密検査実施機関等）

及び予算を効果的に配分し、県民のがんの死亡率減少を達成するため、死亡率減

少効果が科学的に証明され、かつ、身体症状のない健康な者を対象とする上で、

生じうる不利益（偽陰性、偽陽性、偶発症、過剰診断等）が少ないことが確認さ

れたがん検診事業のみを実施するよう努めます。 

・ 事業所は、市町村の検診事業と同様に、科学的根拠に基づく検診の提供がなさ

れる環境づくりを目指します。 

・ 県は、職場におけるがん検診の促進のため、事業者に対し、科学的根拠に基づ

くがん検診の普及啓発に努めます。 

イ）科学的根拠に基づくがん検診の質の向上〔がん検診マネジメント〕 

・ 県、市町村、検診実施機関及び関係機関は、がん検診事業による死亡率減少効

果の最大化と、受診者の不利益の最小化のため、科学的根拠に基づくがん検診を

適切な精度管理の下で実施します。 

・ 大学等学術研究機関は、県と連携し、事業全体の精度管理を行うための専門性

を確保するとともに、がん登録の活用等の精度管理に関する研究を推進します。 

・ 県、市町村、検診実施機関及び関係機関は、安定的で質の高いがん検診事業を

実施するため、県、市町村及び検診実施機関（個別検診を担う郡市医師会を含む。）

が連携して行う精度管理の体制の構築及び精度管理に携わる者の人材育成につい
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て検討します。 

・ 市町村は、がん検診事業を実施する上で基本となる網羅的な名簿の作成・管理

及び精度管理に必要なデータの作成・分析に努めます。 

・ 県は、事業者に対して、検診に必要な要件の理解促進を図り、職域検診におけ

る科学的根拠に基づく検診の提供につなげるとともに、国の検討状況も踏まえ、

検診データの把握・管理等の精度管理のあり方について検討します。 

・ 県は、市町村における適切な精度管理の実施のための指導・助言等を行い、市

町村は、それを踏まえ、引き続き、科学的根拠に基づいたがん検診の実施 及び

精度管理の向上に取り組みます。 

ウ）第４期国計画で目標として掲げる、がん検診受診率６０％及び市町村における精

密検査受診率９０％の達成に向けた取組の強化や、県からの適切な助言等 

〔がん検診受診率の向上に向けた体制〕 

・ 県、市町村、検診実施機関及び関係機関は、県民ががん検診を継続して受診で

きるよう、検診対象者の明確化、正しい情報発信、網羅的な名簿作成、名簿に基

づく受診勧奨・再勧奨を行うほか、受診しやすい環境を整備します。 

・ 県、市町村、検診実施機関及び関係機関は、がん検診事業による死亡率減少効

果の最大化や適切な精度管理水準の維持に向け、精密検査の受診率を向上させる

ための効果的な対策を検討します。 

・ 県は、がん検診事業の実施状況について、確認項目を定め点検する等、市町村、

検診実施機関及び関係機関に対して、必要に応じて助言・指導を行います。 

・ 医師会等関係団体は、地域のがん患者に対する適切な情報提供に努めるなど､が

ん対策の積極的な推進に取り組みます。 

・ 県は、精密検査受診率向上のため、事業者を含めたがん検診実施者が行う、要

精密検査とされた受診者に対する必要な情報提供等について支援します。 

    

 

３ 持続可能ながん医療の提供 

  

（１）がん医療提供体制 

①がん医療提供体制の維持について 

▽現状と課題 

【現状】 

国指定の「がん診療連携拠点病院」及び「地域がん診療病院」（以下「がん拠点病院」

という。）を５施設、県指定の「がん診療連携推進病院」を５施設整備 

【課題】 

各二次保健医療圏で、がんの標準医療を受けられる体制の維持を図ることが重要 

 〔本県の現状〕 

本県では、国が指定するがん拠点病院や、県が指定する「がん診療連携推進病院」な

どの医療機関による機能分担と連携により、がん医療の提供体制が構築されています。 
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〔本県の課題〕 

広い県土を有する本県において、各二次保健医療圏でがんの標準医療を受けられる

体制の維持を図ることが重要です。 

▽施策の方向性 

  ○がん医療提供体制の維持 

  ア）全ての二次保健医療圏に国が指定するがん拠点病院の整備 

・ 県、市町村及び医療機関は、各二次保健医療圏でがんの標準医療を受けられる

医療提供体制や、全県的な地域連携体制を維持します。 

・ 県は、国指定のがん拠点病院が未整備である西北五圏域において、当該機能を

担う病院の指定を目指し、必要に応じて助言を行います。 

・ がん拠点病院は、引き続き、各二次保健医療圏において、がんの標準医療を提

供するため、青森県がん診療連携協議会を活用して、地域におけるがん診療の連

携体制の維持を図ります。 

イ）がん診療に関わる医療従事者に係る取組の支援 

・ 県は、がん医療に関する専門的な知識・技能を有する医療従事者への研修など、

がん拠点病院において実施する、がん診療や連携体制構築のための取組に対し支

援を行います。 
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②手術療法・放射線療法・薬物療法の提供について 

▽現状と課題 

【現状】 

がん拠点病院を中心とし、がんの種類や病態に応じた治療を提供 

【課題】 

がん患者の状況に応じた療法を確実に提供するため、適切な実施体制や連携体制の

維持が必要 

 ▽施策の方向性 

  ○各種療法の適切な実施体制の維持 

・ がん拠点病院は、がん患者がそれぞれの状況に応じた適切な療法を受けられるよ

う、医療機関の役割分担を含めた連携体制を維持します。 

  

③チーム医療の推進について 

▽現状と課題 

【現状】 

がん拠点病院では、緩和ケアを含む多職種によるチーム医療を提供 

【課題】 

がん患者やその家族が抱える様々な苦痛や悩み､負担に応えるため、多職種による

チーム医療の更なる推進が必要 

 ▽施策の方向性 

  ○多職種によるチーム医療の推進 

・ がん拠点病院は、多職種連携を更に推進するため、院内のチーム医療の提供体制

の整備と、地域の医療機関との連携体制の整備を進めます。 

・ がん拠点病院は、院内や地域の歯科医師、歯科衛生士等と連携し、医科歯科連携

によるがん患者の口腔管理の推進に取り組みます。また､栄養サポートチーム等の

専門チームと連携し、栄養指導や管理を行う体制の整備に取り組みます。 

 

④がんのリハビリテーションについて 

▽現状と課題 

【現状】 

がん拠点病院では、がんのリハビリテーションに携わる専門的な知識及び技能を有

する医療従事者の配置が進む 

【課題】 

がん治療の影響で嚥下や呼吸運動等に障害が生じたがん患者に対し、リハビリテー

ションの提供体制の整備が重要 

 ▽施策の方向性 

  ○リハビリテーション提供体制の整備の推進 

・ がん拠点病院は、がん患者に対する適切なリハビリテーションの提供のため、引

き続き、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等を含む、専門的な知識及び技能を

有する医療従事者の配置を進めます。 

・ 県は、がん拠点病院における効果的・継続的ながんのリハビリテーション提供体
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制の整備を推進します。 

 

⑤がんと診断された時からの緩和ケアの推進について 

▽現状と課題 

【現状】 

・ がん拠点病院では、緩和ケアチームや緩和ケア外来が設置され､専門的な緩和ケア

を提供する体制を整備 

・ がん拠点病院では、緩和ケア研修を開催し、累計修了者数は着実に増加 

【課題】 

・ がんの診断時から適切な緩和ケアが提供されるよう、専門的な緩和ケアを提供で

きる体制の推進が必要 

・ がん医療に携わる医療従事者の資質向上のため､緩和ケア研修の推進が必要 

 ▽施策の方向性 

  ○緩和ケアの提供体制の整備 

・ がん拠点病院は、引き続き、がん患者等の身体的・精神心理的苦痛や社会的な問

題を把握するなど、個別の状況に応じて、がん医療に携わる医療従事者により適切

な対応が行われる体制の整備を推進します。 

・ がん拠点病院は、地域の医療機関や在宅療養支援診療所等の医療・介護を担う機

関と連携した、在宅を含めた地域での緩和ケア提供体制の整備を推進します。 

・ 県やがん拠点病院は、地域におけるがん診療や在宅医療に携わる医療機関等と連

携し、専門的な疼痛治療を含む緩和ケアに係る普及啓発や実施体制の整備に努めま

す。 

 ○緩和ケア研修の推進 

県やがん拠点病院は、引き続き、がん医療に携わる医療従事者が、基本的な緩和

ケアを実践し、その知識や技能を維持・向上できるよう、緩和ケア研修会の推進に

努めます。 

 

⑥妊よう性温存療法について 

▽現状と課題 

【現状】 

・ 若いがん患者等が、妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療による経済的負担

を軽減する制度を活用し、累計対象者数は着実に増加 

・ がん拠点病院や関係医療機関は、県のがん・生殖医療ネットワークに参画し、妊

よう性温存療法等に関する情報提供及び意思決定支援を行う体制を整備 

【課題】 

がん患者の状況に応じて、妊よう性温存療法等に関する情報提供や意思決定の支援

が適切に行われるよう、実施体制の更なる推進が必要 

 ▽施策の方向性 

 ○実施体制の更なる推進 

・ 県は、将来子どもを産み育てることを望む若いがん患者等に対し､妊よう性温存療

法等に要する費用の一部を助成し､経済的負担の軽減を図るなどの支援を行います｡ 
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・ 県やがん拠点病院は、がん医療等の関係医療機関との連携ネットワーク体制を構

築し、妊よう性温存療法等に関する医療機関等の理解促進を図り、県内で円滑に妊

よう性温存療法等が受けられる体制づくりを推進します。 

 

 ⑦がんゲノム医療について 

▽現状と課題 

【現状】 

地域におけるがんゲノム医療の中核となる、国指定の「がんゲノム医療拠点病院」

を１施設、国公表の「がんゲノム医療連携病院」を１施設設置 

【課題】 

がんゲノム医療の提供体制について、必要とするがん患者がゲノム医療を受けられ

る体制構築のあり方についての検討が必要 

 ▽施策の方向性 

  ○がんゲノム医療提供体制の検討 

・ がんゲノム医療拠点病院等は、国の検討状況や取組を踏まえ、がんゲノム医療に

係る医療提供体制について検討します。 

・ 県は、国の検討状況や取組を踏まえ、がんゲノム医療に関する県民の理解を促進

するための普及啓発に努めます。 

 

※「ゲノム医療」とは、個人の「ゲノム」情報をはじめとした各種オミックス検査情報をもとにして、その人の体

質や病状に適した「医療」を行うことをいう。 

 

（２）小児がん及び若い世代のがん対策 

▽現状と課題 

【現状】 

がん拠点病院や小児がん拠点病院等との連携を図り、若い世代のがん患者が適切な

医療や支援につながるよう、情報を提供 

【課題】 

小児がん患者及び若い世代のがん患者やその家族が、必要な情報にアクセスし、そ

こから適切な支援や治療につながる体制の整備を図ることが必要 

 ▽施策の方向性 

 ○情報提供や連携体制の推進 

・ 県は、「がん情報サービス」等を活用し、小児がん及び若い世代のがんに関する情

報提供に努めます。 

・ 県は、国における検討状況や取組を踏まえ、小児がん患者及び若い世代のがん患

者やその家族が、適切な情報を得て、悩みを相談できる支援につながり、適切な治

療や長期フォローアップを受けられる体制づくりを推進します。 

・ 県とがん拠点病院は、引き続き、地域ブロックの小児がん医療提供体制協議会に

参画して、小児がん拠点病院等の関係医療機関との情報共有や連携を図り、若い世

代のがん患者への対応ができる体制の構築を推進します。 
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（３）希少がん及び難治性がん対策 

▽現状と課題 

【現状】 

希少がんに対応できる病院と、がん拠点病院や小児がん拠点病院等との連携を図り、

患者が適切な医療につなげられるよう、情報を提供 

【課題】 

希少がん患者及び難治性がん患者が、必要な情報にアクセスでき、そこから速やか

に適切な医療につながる体制の整備を図ることが必要 

 ▽施策の方向性 

 ○情報提供や連携体制の推進 

県は、国における検討状況や取組を踏まえ、がん患者やその家族への情報提供の

更なる推進のため、がん拠点病院等での診療実績や、医療機関の連携体制等につい

て、患者やその家族等の目線に立った分かりやすい情報提供に努めます。 

 

 

４ がんとともに尊厳を持って暮らせる社会の構築 

  

（１）相談支援及び情報提供 

▽現状と課題 

【現状】 

・ がん拠点病院にがん相談支援センターを設置し、がん患者やその家族等の精神心

理的・社会的な悩みなど様々な相談に対応 

・ がん患者が必要に応じて支援を受けられるよう、がん相談支援センターについて

の説明・広報を実施 

・ がん患者への相談支援や情報提供の充実のため、ピア･サポーターの養成を推進 

・ 「がん情報サービス」等を用いて、がんに関する幅広い情報を提供 

【課題】 

・ がん患者やその家族に対する必要な相談支援や正確な情報の提供が重要 

・ がん患者の療養生活の多様化や相談ニーズを踏まえ、質の高い持続可能な相談支

援体制の整備が必要 

・ がん患者が必要に応じて確実に支援を受けられるよう、相談支援センターへのア

クセスの強化が必要 

・ ピア･サポーター養成のほか、ピア･サポート活動の質の担保や活用の促進が必要 

・ がん患者とその家族や、医療従事者等が、必要な、正しい情報に確実にアクセス

できる環境を整備することが重要 

 ▽施策の方向性 

 ○相談支援体制や情報提供等の推進 

・ 県は、国における検討状況を踏まえ、相談しやすい仕組みづくりなど、効率的・

効果的な相談支援体制のあり方について検討します。 

・ がん拠点病院は、がん相談支援センターの認知度向上や、その役割の理解促進に

努めます。 
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・ 県、市町村、医療機関は、相談支援の質の向上を図るため、がん相談支援に携わ

る者に対する研修会への参加の支援を行います。 

・ 県、市町村、医療機関、患者団体は、相談支援の一層の充実を図るため、患者団

体等を活用した仕組みづくりや、ピア･サポーターの活動促進と養成に取り組みま

す。 

・ 県とがん拠点病院は、県民が必要な時に正しい情報を入手し、適切な選択ができ

るよう、情報ツールとして「がん情報サービス」の認知度向上を図るほか、「がん情

報サービス」やホームページ等を活用した情報の提供に取り組みます。 

 

（２）医療介護連携に基づく緩和ケア等のがん対策・がん患者支援 

▽現状と課題 

【現状】 

・ がん拠点病院は、切れ目のないがん医療を提供するため、地域の医療・介護従事

者と医療提供体制や社会的支援のあり方について情報共有し、役割分担や支援等に

ついて議論する場を設置 

【課題】 

・ 地域における、医療従事者等とがん患者やその家族とのコミュニケーションによ

り、患者がその療養場所にかかわらず、質の高いがん医療や緩和ケア等の支援を受

けることができる体制づくりが重要 

 ▽施策の方向性 

 ○地域における連携体制の推進 

・ がん拠点病院は、地域の実情に応じた患者支援体制の構築のため、青森県がん診

療連携協議会において、セカンドオピニオンを受けられる医療機関や、緩和ケア及

び在宅医療等へのアクセスに関する情報提供のあり方について検討します。 

・ がん拠点病院は、地域包括ケアシステムの仕組みも踏まえつつ、地域の実情に応

じて、介護事業所や薬局等の地域の関係機関との連携に取り組みます。 

 

（３）がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援※） 

①就労支援について 

▽現状と課題 

【現状】 

・ がん医療の進歩によって、治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加 

・ 国において、がん患者が治療と仕事を両立できるよう、ガイドラインを作成する

など、就労支援を実施 

【課題】 

・ がんになっても就労できる社会の構築が重要 

・ ４０代から５０代のがん患者の離職防止や再就職のための就労支援が必要 

 ▽施策の方向性 

 ○地域における就労支援の推進 

・ 県は、関係する医療機関や公共職業安定所との協力の下、各種広報や「がん情報

サービス」等を活用することにより、がん患者に対する治療と職業生活の両立支援
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についての周知に努めます。 

・ 事業所は、職場における治療と仕事の両立支援のための体制整備や理解促進に努

めます。 

・ 医療従事者は、がん患者と事業所における治療と仕事の両立へ向けた調整に役立

つよう、治療開始前に必要な支援についての説明を行います。 

 

※「サバイバーシップ支援」とは、がんになった後を生きる上で直面する課題を乗り越えるためのサポートをいう。 

 

②アピアランスケアについて 

▽現状と課題 

【現状】 

・ がん医療の進歩によって、治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加 

・ がん拠点病院のがん相談支援センターにおいて、がんの診断から治療､その後の療

養生活､社会復帰といった生活全般にわたる相談に対応 

【課題】 

・ 国において、アピアランスケアの充実に向け、がん拠点病院等を中心としたアピ

アランスケアに係る相談支援・情報提供体制の構築について検討が必要 

 ▽施策の方向性 

 ○相談支援体制の構築等 

・ がん拠点病院は、引き続き、がん相談支援センターにおいて、アピアランスケア

を含めたがんに関わる相談全般に対応します。 

・ 県は、がん患者が罹患前と同様に、不安なく治療ができる環境づくりのため、が

ん患者へのアピアランス支援等に関して、医療用ウイッグ及び乳房補正具の購入費

に対する助成制度を設けるよう、国に対し要望します。 

 

③がん診断後の自殺対策について 

▽現状と課題 

【現状】 

・ がん診断後のがん患者の自殺リスクは高く、がん対策における重要な課題 

・ がん拠点病院において、がん患者の自殺リスクに対する対応方法や関係機関との

連携についての共通フローの作成、関係職種に情報共有を行う体制の構築、自施設

に精神科等がない場合の地域の医療機関との連携体制が確保されている 

【課題】 

・ 医療従事者等により自殺リスクの高い患者への適切な支援が行われる体制の整備

が必要 

 ▽施策の方向性 

 ○支援体制の整備 

・ がん拠点病院は、がん患者の自殺リスクに対する対応方法や関係機関との連携に

ついての共通フローの作成、関係職種に情報共有を行う体制の構築、自施設に精神

科等がない場合の地域の医療機関との連携体制の整備に取り組みます。 

・ 県は、国における検討状況を踏まえ、必要な対応について検討します。 
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（４）ライフステージに応じた療養環境への支援 

▽現状と課題 

【現状】 

・ 小児や若い世代のがんは、他の世代に比べて患者数が少なく、疾患構成も多様 

・ 高齢のがん患者については、認知症の進行や日常生活の支援を要するなど、身体

的な状況や社会的背景などが多様 

【課題】 

・ がんによって、個々のライフステージごとに、異なった身体的問題、精神心理的

問題及び社会的問題が生じることから、ライフステージに応じたがん対策を講じる

ことが必要 

 ▽施策の方向性 

 ○ライフステージに応じたがん対策 

・ 県は、「がん情報サービス」等を活用し、小児や若い世代のがんに関する情報提供

に努めます。 

・ 県は、国の検討状況や取組を踏まえ、小児や若い世代のがん経験者が切れ目なく

診療や長期フォローアップを受けられる体制や、高齢のがん患者の意思決定の支援

に関しての体制の整備について検討します。 

・ がん拠点病院は、高齢のがん患者に対する支援の充実のため、地域の医療機関や

かかりつけ医、在宅療養支援診療所、訪問看護事業所等の医療・介護を担う機関等

と連携し、患者やその家族の療養生活を支えるための体制の整備について検討しま

す。 

 

 

５ これらを支える基盤の整備 

  

（１）人材育成の強化 

▽現状と課題 

【現状】 

・ がん医療現場における人員の不足や、がん医療を担う人材の育成を行う医療機関

の特性等により、各二次保健医療圏においてがんの標準医療を提供できる体制の維

持に悪影響を及ぼすおそれがある 

【課題】 

・ がん医療に関する知識や技能を有する医療従事者を養成していくことが必要 

 ▽施策の方向性 

 ○がん医療を支える医療従事者の養成 

・ がん拠点病院は、地域のがん医療や緩和ケア等を担う人材を養成します。 

・ 医療従事者養成機関・団体等は、がん医療従事者を養成します。また、がん関係

分野の認定看護師資格取得の促進に向けて取り組むとともに、がん専門看護師を養

成します。 
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（２）がん教育及びがんに関する知識の普及啓発 

▽現状と課題 

【現状】 

・ 市町村や事業所等による、喫煙や食生活、運動習慣等の生活習慣の改善をはじめ

としたがん予防の正しい知識の普及に加え、民間団体等による普及啓発活動や、学

校での健康教育を実施 

【課題】 

・ 県民が、がん予防や、科学的根拠に基づくがん検診による早期発見・早期治療の

重要性など、がんについての理解促進を図ることが必要 

・ 医師やがん患者・経験者等の外部講師を活用し、子どもに、がんに関する基本的

な情報を伝えることが重要 

▽施策の方向性 

 ○がんに関する知識の普及啓発 

・ 事業所や医療保険者は、雇用者や被雇用者・被扶養者が、がんに関する正しい知

識を得る機会を提供します。 

・ 県や市町村は、国の必要な支援を受け、教育委員会と連携し、医師会や患者団体

等の関係団体とも協力するとともに、学校医やがん医療に携わる医師、がん患者・

経験者等の外部講師を活用しながら、がん教育の実施に努めます。 

 

（３）がん登録の利活用の推進 

▽現状と課題 

【現状】 

・ 本県では、平成元(1988)年からがん登録事業として地域がん登録を開始し、平成

１０(1998)年までは５５医療機関の協力により、胃､大腸､肺､乳､子宮の５つのがん

患者について登録を実施し、平成１１(1999)年からは、がん登録のデータの量と質

の充実を図るため、対象医療機関を県内全てとするとともに、対象とするがんを全

部位に拡充 

・ 平成２２(2010)年に国立大学法人弘前大学にがん登録室を設置して以降は、登録

件数の増などがん登録の精度を上げる取組を重点的に進め、本県のがんの地域レベ

ルでの実態分析に着手できる精度が確保 

・ がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況を収集し、がん対策の一層の推進を図

るため、国において、平成 28(2016)年にがん登録等の推進に関する法律に基づく全

国がん登録が開始され、病院等で診断されたがんの種類や進行度等の情報が国立が

ん研究センターで一元的に管理されることとなって以降、全国がん登録の届出件数

は増加しており、登録情報の内容が充実 

【課題】 

がん登録情報の利活用の促進が必要 

 ▽施策の方向性 

 ○がん登録情報の利活用 

・ 県は、本県の実態に即したがん対策を効果的かつ効率的に推進していくため、が

ん登録の意義、内容及び個人情報の保護についての県民の理解を促進しながら、引
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き続き、がん登録の充実に取り組み、その活用を図ります。 

・ がん診療に携わる医療機関においては、院内がん登録及び全国がん登録を実施し

ます。 

・ 大学等学術研究機関においては、その特性を活かし、本県のがんに関する研究・

分析に取り組みます。 
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２ 指標一覧 

 

 

  

番

号
項　目 現状値 目標値 備 考

1 禁煙外来設置医療機関数 〔R4年度〕　152医療機関 増加
【出典】青森県がん・生活習慣
病対策課調べ

2
健康的な生活習慣やがん検診の意義・必要
性等に関する情報提供による理解促進（青
森県がん情報サービスへのアクセス件数）

〔R4年〕　830,676件 100万件
【出典】青森県がん・生活習慣
病対策課調べ

3
精度管理を実施している市町村の割合（国
「事業評価のためのチェックリスト」８割以上
実施の市町村）

〔R4年度〕
胃がん 85.0%
大腸がん 85.0%
肺がん 85.0%
乳がん 87.5%
子宮頸がん 87.5%

100%
【出典】青森県がん・生活習慣
病対策課調べ

4 指針外検診を実施している市町村数 〔R4年度〕　29市町村 0市町村
【出典】青森県がん・生活習慣
病対策課調べ

5
がん登録データを活用したがん検診精度管
理モデル事業参加市町村数

〔R5年度〕　16市町村 40市町村
【出典】青森県がん・生活習慣
病対策課調べ

6
がん診療連携拠点病院におけるがん関係認
定看護師数

〔R4年度〕　58人 増加
【出典】がん診療連携拠点病院
現況報告（厚生労働省）

7 緩和ケア研修修了者数 〔R4年度〕　121人 増加
【出典】がん診療連携拠点病院
現況報告（厚生労働省）

1 成人喫煙率 〔R4年度〕　20.4% 12%
【出典】国民生活基礎調査（厚
生労働省）

2
受動喫煙防止対策(施設内禁煙)を実施して
いる施設の割合

〔R3年度〕
教育･保育施設 99.4%
医療機関　99.3%
事業所(50人以上) 60.0%
事業所(50人未満) 69.1%

施設種別すべて　100%
【出典】青森県受動喫煙防止対
策実施状況調査

3 野菜と果物の摂取量
〔R4年度〕
野菜摂取量平均値 278.2g
果物摂取量100g未満の者 63.9%

野菜摂取量平均値 350g
果物摂取量100g未満の者 28%

【出典】青森県県民健康・栄養
調査

4
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒してい
る者の割合

〔R3年度〕
男性 31.9%　女性 20.1%

男性　26.7%　女性　14.4%
【出典】市町村国保特定健診
データ

5 運動習慣者（20～64歳）の割合 〔R4年度〕　17.4% 37%
【出典】青森県県民健康・栄養
調査

6 検診受診率

〔R元年〕
胃がん 男性 52.7% 女性 43.5%
大腸がん 男性 54.5% 女性 47.7%
肺がん 男性 59.1% 女性 52.3%
乳がん　　 45.6%
子宮頸がん　　44.1%

５がんすべて 60％以上
【出典】国民生活基礎調査（厚
生労働省）

7 市町村がん精密検査受診率

〔R2年度〕
胃がん　80.8%
大腸がん　72.8%
肺がん　91.2%
乳がん　92.1%
子宮頸がん　　83.5%

５がんすべて 90％以上
【出典】地域保健・健康増進事
業報告（厚生労働省）

8
がんに関して専門的な医療を受けられたとす
る患者の割合

〔H30年度〕　79.5% 90%
【出典】患者体験調査（厚生労
働省）

9
がん罹患者数１万に対するがん診療連携拠
点病院のがん相談支援センターにおける相
談件数の比率

〔H30年〕　0.32 増加
【出典】がん診療連携拠点病院
現況報告（厚生労働省）

10
身体の苦痛や気持ちのつらさを和らげる支
援は十分であるとする患者の割合

〔H30年度〕　45.6% 55%
【出典】患者体験調査（厚生労
働省）

1 年齢調整罹患率(人口10万対)

〔R元年度〕
胃がん　男性 72.7 女性 25.9
大腸がん　男性 93.9 女性 53.6
肺がん　男性 66.9 女性 23.9
乳がん　　 104.5
子宮がん　　37.2

胃がん　男性 63.4 女性 23.1
大腸がん　男性 73.2 女性 44.9
肺がん　男性 61.9 女性 26.1
乳がん　　 100.5
子宮がん　　34.3

【出典】国立がん研究センター
「がん登録・統計」

2
がんの75歳未満年齢調整死亡率（人口10万
対）

〔R3年〕　86.9 67.4
【出典】国立がん研究センター
「がん登録・統計」

3
自分らしい日常生活を送れていると感じると
する患者の割合

〔H30年度〕　64.9% 70%
【出典】患者体験調査（厚生労
働省）

Ａ

Ｂ

Ｃ
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第４章 各医療機能との連携 

 

 

区
分 がんの予防・早期発見 がんの療養支援

目
標

・喫煙やがんと関連するウイルスの感
染予防などがんのリスクを低減させる
こと

・科学的根拠に基づくがん検診を実施
し、がん検診の精度管理を実施するこ
とにより、がん検診受診率を向上させ
ること

・患者やその家族等の意向を
踏まえ、在宅等の生活の場で
の療養を選択できるようにす
ること

・在宅緩和ケアを実施するこ
と

担
い
手

医療機関

都道府県がん診療連携拠点病院
地域がん診療連携拠点病院

地域がん診療病院
（国指定）

青森県がん診療連携推進病院
（県指定）

がん診療医療機関
がんの療養支援を行う病院、
診療所、薬局、訪問看護事業
所

・がん患者の病態に応じたより適切な
がん医療を提供できるよう、多職種によ
るカンファレンスを設置し、月１回以上
開催すること

・がん患者の病態に応じたより適
切ながん医療を提供できるよう、多
職種によるカンファレンスを設置
し、定期的に開催すること

・がんゲノム医療等の高度かつ専門的
な医療等については、地域における役
割分担等を踏まえつつ、必要に応じて
他の医療機関と連携し実施すること

行　政

・禁煙希望者に対する禁煙支援等の
喫煙対策や受動喫煙防止対策に取り
組む
・感染に起因するがん対策を推進する
・市町村は科学的根拠に基づくがん検
診を実施し、県は、市町村に対して、
指針の内容を遵守し、科学的根拠に
基づくがん検診を実施するよう、必要
な助言・指導等を行う

担
い
手
に
求
め
ら
れ
る
事
項

・地域連携支援の体制を確保するため、病院間の役割分担を進めるととも
に、研修、カンファレンス、診療支援等を活用し、急変時の対応や緩和ケア
等について、他のがん診療機能や在宅療養支援機能を有している医療機
関等と連携すること

・院内がん登録を実施すること

・必要な緩和ケアチームや外来での緩和ケア提供体制等を整備すること

・患者とその家族等の意向に応じて、専門的な知識を有する第三者の立場
にある医師の意見を求めるためのセカンドオピニオンを提示する体制を整
備し、患者やその家族等にわかりやすく公表すること

　　　　　　・がん登録の実施及び精度向上を図るほか、がん登録の情報の利用等を通じてがんの現状把握に努める

　　　　　　・要精検者が確実に医療機関を受診するような連携体制を構築する

　　　　　　・県は、関係する協議会の一層の活用を図ること等により、検診の実施方法の改善や精度管理の向上等に向けた取組を検討する

・がんと診断された時から患者とその家族等に対して全人的な緩和ケアを実施すること

・相談支援の体制を確保し、情報の収集・発信、患者・家族等の交流の支
援等を実施していること。その際、小児や若い世代のがん、希少がん、難治
性がん等に関する情報についても提供できるよう留意すること

・就職支援や、仕事と治療の両立に向けた就労継続支援を行えるよう、事
業者・産業医等との連携を含めた体制の確保に努め、相談支援や情報の
発信等を行うこと

・がんの治療の合併症予防や、その病状の軽減を図るため、治療中の口腔
管理を実施する病院内の歯科や歯科医療機関との連携を図ること

・２４時間対応が可能な在宅
医療を提供すること

・がん疼痛等に対する緩和ケ
アが実施可能であること

・看取りを含めた人生の最終
段階におけるケアを２４時間
体制で提供すること

・がん診療機能を有する医療
機関等と、診療情報や治療計
画を共有するなどして連携が
可能であること（地域連携クリ
ティカルパスを含む）

・医療用麻薬を提供できるこ
と

・血液検査、画像検査（Ｘ線検査、ＣＴ、超音波検査、内視鏡、ＭＲＩ、核医学検査）及び病理検査等
の、診断・治療に必要な検査が実施可能であること

がんの診療

・精密検査や確定診断等を実施すること
・診療ガイドラインに準じた診療を実施すること
・患者の状態やがんの病態に応じて、手術療法、放射線療法及び薬物療法又はこれらを組み合わせ
た集学的治療等を実施すること
・がんと診断された時から患者とその家族等に対して全人的な緩和ケアを実施すること
・治療の合併症予防や、その症状の軽減を図ること
・治療後のフォローアップを行うこと
・各職種の専門性を活かし、医療従事者間の連携と相互補完を重視した多職種でのチーム医療を実
施すること

・喫煙・受動喫煙防止対策に積極的に
取り組むこと

・がん検診の結果、要精密検査とされ
た者（要精検者）等に対して、がんに係
る精密検査を実施すること

・精密検査の結果をフィードバックする
等、がん検診の精度管理に協力する
こと

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに準じた診療を実施している
ことが求められる

・病理診断や画像診断等が実施可能であること

・患者の状態やがんの病態に応じて、手術療法、放射線療法及び薬物療法又はこれらを組み合わせ
た集学的治療等が実施可能であること
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